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�町長との語り合いの場
　『ふれあいトーク』
　５人～10人くらいのグループで
　開催日の10日前までに申込みを！

�お問合せ・申込み先
　政策推進課広報広聴係(内線222)

�出前講座（３７講座）
　『ほっと講座はぼろ』
　５人以上の団体やグループが
　主催する学習会等に町職員が
　講師として出向きます

�お問合せ・申込み先
　社会教育課社会教育係(� 6２-5880)

�ホタルの電話　� 6２-1310
　１人でなやんで自分をイジメないで
　かけてみよう『ホタルの電話』

羽幌町役場 � 6２-1211
■インターネット
　ホームページアドレス
　http: / /www.town.haboro.hokkaido. jp/
　Ｅ-メールアドレス
　seisaku@town.haboro.hokkaido. jp
■町長室のメールアドレス
　sawayaka@town.haboro.hokkaido. jp
　　　　ご意見お待ちしています
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　水道管の凍結が起きやすい季節です。
　保温材を巻いたり、水落としするなど、くれ
ぐれもご注意ください。
　万が一、年末年始に水道凍結でお困りになっ
たら、当番業者の方にご連絡ください。

■年末・年始の水道事業者当番表

�市街地区

１２月３０日　�イワサキ設備機器　�62-5031
　　３１日　�イワサキ設備機器　�62-5031
１月１日　� マ ツ ダ 興 業　�62-1600
　　２日　北 日 本 設 備 �　�62-4470
　　３日　柏 谷 管 工 業　�62-2807
　　４日　サ ワ ス イ �　�62-2027
　　５日　サ ワ ス イ �　�62-2027
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　しめ飾り、門松などには塩化ビニールやプラスチック素材が多く使用され、お焚きあげの際に環境汚染が心
配されますので、これら素材の部品をはずして各自で持ち込み願います。また、お焚きあげの品々を入れてき
たビニール袋などはお持ち帰り願います。なお、塩化ビニールやプラスチック製部品などは収集ゴミとして出
していただくことになりますが、気が引けるという方は神棚の塩で清めて出してください。

�持込期間／平成18年１月13日�の午後１時から１月15日�の午前10時まで
�持込場所／羽幌神社境内（各自で持ち込み願います）
�どんど祭／平成18年１月15日�　午前10時から
�主催協力／羽幌神社・羽幌町聖徳太子奉賛会
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�役場の業務は、年末12月30日で終わり、新年は１

月６日から行います。住民票や各種証明書など必

要な方は早めにご請求ください。なお、休み中の

死亡などの届出は、役場庁舎正面右側の職員通用

口の『宿直室』で取り扱います。

■各施設の休館日

◇中 央 公 民 館／12月30日～１月３日

◇総 合 体 育 館／12月30日～１月５日

◇町 民 ス キ ー 場／12月31日～１月１日

◇老人福祉センター／12月30日～１月５日

◇勤労青少年ホーム／12月30日～１月５日

◇北海道海鳥センター／12月30日～１月５日
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　北海道では、平成18年１月より地方税ポータルシ
ステム（エルタックス）を利用し、インターネット
による法人道民税・法人事業税の申告受付を開始し
ます。利用できるのは、北海道に申告を行う納税者
（税理士等代理人を含む）で、利用届出の手続きをさ
れている方です。利用開始の方法など詳細につきま
しては、エルタックスホームページをご覧ください。

�エルタックスホームページ
　ht t p : / /www . e l t a x . j p /

�北海道ホームページ
　ht t p : / /www . p r e f . h o k k a i d o . j p /
　soumu / sm - z e imu /

�問合せ先／留萌支庁総務部税務課課税係
　　　　　　� 0164-42-8417（課税係直通）
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　排水設備工事責任技術者資格の有効期間は４年間
であり、資格登録者は４年ごとに資格登録更新の手
続きする必要があります。更新対象となる方は、
「日本下水道協会北海道地方支部」から既に郵送され
ている資格登録更新実施案内及び申込書などにより、
定められた期間内に手続きを行ってください。

�更新対象者／平成13年度に北海道排水設備工事責
　任技術者試験に合格した方または資格登録更新手
　続きを行った方で、資格登録期間が平成18年３月
　31日で満了する資格登録者
�受付期間／平成18年１月16日�～20日�
�更新方法／手続き終了後、更新用テキストを配付します
�手 数 料／更新手数料（テキスト代込）：3,000円
　　　　　　資格認定証交付等手数料：2,000円

�問合せ先／建設水道課下水道係（�62-1211内線３２３）
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　スプレー缶とカセットボンベは、破砕ごみとして
指定の袋により収集してきましたが、缶内に残った
ガスによる収集車両内やごみ処理施設棟内での爆発
事故が発生するなど、大事故につながる危険性があ
ります。このためスプレー缶を可燃性ごみとして分
別し、破砕ごみとは別に収集することになりました。
みなさんのご協力をお願いします。

�排出日は今までと同じ「破砕ごみ」の日です。

�排出方法は、ごみステーションの空いているカゴ
　にそのまま入れて出してください。事業所、店舗
　など前出しの場合は適当な容器をご用意ください。

�無料収集になりますので、破砕ごみ袋の使用は必
　要ありません。

�必ず缶に穴を開けてガスを完全に抜いてください。
　穴の開いていない缶は収集しません。

�きらりサイクル工房への直接搬入はできません。
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破砕ごみ袋� ステーションのカゴ�
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�町では、今年も降雪量や吹雪などの状況に応じ、
早朝から道路の除雪作業を実施しますので、皆さま
には除雪の障害となります物件の撤去、移動をお願
いいたします。障害となる物件は道路に設置された
車庫前のスロープやブロック、商店街ののぼり用の
つか石です。今一度自宅周辺を点検し、これらの物
の撤去をお願いいたします。また、路上駐車車両は
除雪時間を長くする要因であるばかりか、狭い道路
では除雪作業ができなくなることがあります。
　限られた時間内でより広い地域を除雪するため、
ご理解とご協力をお願いいたします。

�雪捨て場は、下記のとおりとなっています。
　雪捨てにあたっては、雪捨て場の奥まで行って捨
ててください。入り口付近や通行に支障をきたす箇
所には捨てないでください。多くの人が使うので秩
序を守りましょう。

�問合せ先／建設水道課管理係（内線 ３１３・３１４）

　以前は、国が認めた特区でなければ一般企業
は農業に参入できませんでしたが、法律の改正
により農業生産法人以外でも農地を賃貸契約
とし、農業経営ができることになりました。
　ただ参入できる区域が限定されていること
や、耕作などに常時従事する方の中に必ず業務
執行役員が１人以上いること、また農業を行う
などの協定を市町村等と締結することが必要
です。 �農業委員会に関する問合せ（� 62-1211 内線 332）
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�農業生産法人以外の法人への農地等の貸し付けの仕組み

�市町村
�農地保有合理化法人

協
定
の
締
結

賃貸契約（リース）の設定

�株式会社等
　農業生産法人
　以外の法人

　突然訪問してきた販売員などに勧誘を受け、意志
が定まらないままに契約してしまうことがあります。
　クーリング･オフとは、訪問販売やキャッチセー
ルスなどの特定の取り引きの場合に、一定の期間内
ならば自由に契約を解除できる制度です。

【クーリング･オフの方法】
�契約書面を受取った日から８日以内に書面（ハガ
　キ等）で業者に解約を通知する。（解約できる期間
　は契約内容によって異なります）
�書面はコピーし、控えとして保管（ハガキの場合
　は両面をコピーする）
�書面は「配達記録郵便」か「簡易書留」で送る。
�クレジット契約をしている場合は、クレジット会
　社へクーリング･オフしたことを連絡する。
�支払ったお金は全額返金されます。
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�書面の正しい書き方など、クーリング･オフにつ
　いては、町民課町民生活係（�62-1211・内線113）
　へお問い合せください。
�消費生活に関する苦情相談も受け付けています。

契約（申込）解除　通知

契約（申込）日　　平成　年　月　日
書面受領日
販売会社名
販売員氏名
商品（役務）名
契 約 金 額

上記の契約を解除します。
　つきましては、すでに支払っている金銭
（金　　円）を返金し、商品は引き取って下さい。

　申出日　平成　年　月　日

（契約者）
　住　所
　氏　名

【官製はがきは配達記録郵便で】～裏面の記載例～

����～（羽幌町朝日）

海鳥センター

総合体育館
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����～（羽幌町汐見）

自動車
学校さん 葬斎場
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北留萌消防組合消防署・羽幌消防団・天売消防団・焼尻消防団
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　年末年始は、忘年会や新年会などで飲酒の機会が
増え、これに伴い飲酒運転による交通事故の増加も
心配されます。「ちょっとしか飲んでいないから」、
「すぐ近くだから」と安易に飲
酒運転をすると厳しい処罰を
受け、一生後悔することとな
ります。

【ドライバーの皆さんへ】

�飲酒運転は犯罪です！
・酒気帯び運転で、１年以下の懲役又は30万円以下
の罰金、酒酔い運転ならば、３年以下の懲役又は50
万円以下の罰金となります。
・酒に酔った状態で人身交通事故を起こすと危険運
転致死傷罪となり、負傷事故で15年以下の懲役、死
亡事故ならば１年以上の有期懲役となります。

�飲酒運転追放キャンペーン実施中！
・地域、職場、家庭で「飲んだら乗らない」、「乗る
なら飲まない」、「運転する人に飲ませない」を徹底
しましょう。
・「キッパリやめよう飲酒事故」を合言葉に、私達
の住む北海道から飲酒運転を追放しましょう。

飲酒運転の追放
～ ちょっと一杯　つぐない一生 ～

　財団法人自治総合センターの平成17年度コ
ミュニティ助成事業で、焼尻地区に音響設備を
購入しました。
　これは、全国宝くじ普及広報事業として受け
入れる宝くじ受諾事業の収入を財源として、住
民の行うコミュニティ事業を促進し、その健全
な発展を図るとともに、宝くじの普及広報を目
的として行われているものです。
　今回購入された音響設備を島民大運動会や盆
踊り大会などの島民全体のイベントなどに活用
することにより、コミュニティ活動に大きな効
果を与え、今後の地域活性化に大きく貢献する
ものと期待しております。
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